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規 則 

 

三 重 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 に 伴 う 関 係 規 則 の

整 備 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

令 和 五 年 十 二 月 二 十 一 日  

三  重  県 知  事   一   見   勝   之  

三 重 県 規 則 第 六 十 八 号  

三 重 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 施 行 に 伴 う 関 係 規

則 の 整 備 に 関 す る 規 則  

（ 三 重 県 証 紙 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  三 重 県 証 紙 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 四 年 三 重 県 規 則 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

別 表 第 一 （ 第 一 条 関 係 ）  別 表 第 一 （ 第 一 条 関 係 ）  

一  三 重 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 四

号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 手 数 料 （ 三 重 県 特 定 計

量 器 検 定 手 数 料 等 の 細 目 を 定 め る 規 則 （ 平 成 十 二 年

三 重 県 規 則 第 十 四 号 ） 第 三 条 に 規 定 す る 手 数 料 及 び

三 重 県 保 育 士 登 録 手 数 料 等 の 納 付 方 法 を 定 め る 規

則 （ 平 成 十 五 年 三 重 県 規 則 第 十 五 号 ） 第 二 条 第 一 項

各 号 に 掲 げ る 手 数 料 を 除 く 。 ）  

一  三 重 県 手 数 料 条 例 （ 平 成 十 二 年 三 重 県 条 例 第 四

号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 手 数 料 （ 三 重 県 特 定 計

量 器 検 定 手 数 料 等 の 細 目 を 定 め る 規 則 （ 平 成 十 二 年

三 重 県 規 則 第 十 四 号 ） 第 三 条 に 規 定 す る 手 数 料 及 び

三 重 県 保 育 士 登 録 手 数 料 等 の 納 付 方 法 を 定 め る 規

則 （ 平 成 十 五 年 三 重 県 規 則 第 十 五 号 ） 第 二 条 第 一 項

各 号 に 掲 げ る 手 数 料 並 び に 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使

用 す る 方 法 に よ り 行 う 建 設 業 法 に 基 づ く 申 請 に 係

る 手 数 料 の 納 付 方 法 を 定 め る 規 則 （ 令 和 四 年 三 重 県

規 則 第 六 十 六 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 定 め る 納 付 方 法 に

よ り 納 付 す る 手 数 料 を 除 く 。 ）  

二 ～ 二 十 四  （ 略 ）  二 ～ 二 十 四  （ 略 ）  

（ 三 重 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  三 重 県 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 六 年 三 重 県 規 則 第 八 十 二 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

第 三 条  （ 略 ）  第 三 条  （ 略 ）  

（ 情 報 通 信 技 術 に よ る 手 数 料 の 納 付 ）   

第 三 条 の 二  情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 三 条 第 五 項 に 規 定

す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報

通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 で あ っ て 規 則 で 定 め る も

の は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 行 わ れ た 申 請 等 に よ り

得 ら れ た 納 付 情 報 に よ り 納 付 す る 方 法 と す る 。  

 

２  情 報 通 信 技 術 利 用 条 例 第 三 条 第 六 項 に 規 定 す る 電 子

情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の 技

術 を 利 用 す る 方 法 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の は 、 情 報

通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 ） 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

行 わ れ た 申 請 等 に よ り 得 ら れ た 納 付 情 報 に よ り 納 付

す る 方 法 と す る 。  

 

（ 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 行 う 建 設 業 法 に 基 づ く 申 請 に 係 る 手 数 料 の 納 付 方 法 を 定 め る 規 則 の

廃 止 ）  
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第 三 条  電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 行 う 建 設 業 法 に 基 づ く 申 請 に 係 る 手 数 料 の 納 付 方 法 を 定 め る 規

則 （ 令 和 四 年 三 重 県 規 則 第 六 十 六 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 一 月 十 五 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

議 会 規 則 

 

三 重 県 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  令 和 五 年 十 二 月 二 十 一 日  

                      三  重  県  議 会  議  長   中   森   博   文    

三 重 県 議 会 規 則 第 一 号  

   三 重 県 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

三 重 県 議 会 会 議 規 則 （ 昭 和 三 十 一 年 三 重 県 議 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

改   正   後  改   正   前  

（ 表 決 の 方 法 ）  

第 六 十 二 条  （ 略 ）  

２  前 項 た だ し 書 の 表 決 に お い て 、 異 議 が な い と 認 め る

と き は 、 議 長 は 、 可 決 の 旨 を 宣 告 す る 。 た だ し 、 議 長

の 宣 告 に 対 し て 異 議 が あ る と き は 、 議 長 は 、 起 立 又 は

押 し ボ タ ン 式 投 票 に よ り 表 決 を 採 ら な け れ ば な ら な

い 。  

（ 投 票 に よ る 表 決 ）  

第 六 十 四 条  投 票 は 、 無 記 名 又 は 押 し ボ タ ン 式 と す る 。

た だ し 、 議 決 に よ っ て 記 名 と す る こ と が で き る 。  

２  無 記 名 投 票 及 び 記 名 投 票 に 係 る 投 票 用 紙 は 、 別 記 の

様 式 に よ る 。  

３  押 し ボ タ ン 式 投 票 を 行 う 場 合 に は 、 問 題 を 可 と す る

者 は 議 席 に 取 り 付 け ら れ た 賛 成 ボ タ ン を 、 問 題 を 否 と

す る 者 は 議 席 に 取 り 付 け ら れ た 反 対 ボ タ ン を 押 す こ

と に よ っ て 投 票 す る 。  

（ 選 挙 規 定 の 準 用 ）  

第 六 十 五 条  （ 略 ）  

２  押 し ボ タ ン 式 投 票 に よ る 表 決 を 行 う 場 合 に は 、 第 二

十 三 条 、 第 二 十 五 条 第 一 項 及 び 第 二 十 六 条 の 規 定 を 準

用 す る 。  

（ 会 議 録 の 配 付 等 ）  

第 百 条  会 議 録 は 、 印 刷 し 、 又 は 当 該 会 議 録 に 記 載 さ れ

た 事 項 を 記 録 し た 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方

式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な

い 方 式 で 作 ら れ た 記 録 で あ っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情

報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。 ） を 作 成 し て 、 議

員 及 び 関 係 機 関 に 配 付 し 、 又 は 提 供 す る 。  

（ 表 決 の 方 法 ）  
第 六 十 二 条  （ 略 ）  

２  前 項 た だ し 書 の 表 決 に お い て 、 異 議 が な い と 認 め る

と き は 、 議 長 は 、 可 決 の 旨 を 宣 告 す る 。 た だ し 、 議 長

の 宣 告 に 対 し て 異 議 が あ る と き は 、 議 長 は 、 起 立 に よ

り 表 決 を 採 ら な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 投 票 に よ る 表 決 ）  

第 六 十 四 条  投 票 は 、 無 記 名 と す る 。 た だ し 、 議 決 に よ

っ て 記 名 と す る こ と が で き る 。  

２  投 票 用 紙 は 、 別 記 の 様 式 に よ る 。  

 

 

 

 

 

（ 選 挙 規 定 の 準 用 ）  

第 六 十 五 条  （ 略 ）  

 

 

 

（ 会 議 録 の 配 付 ）  

第 百 条  会 議 録 は 、 印 刷 し 、 又 は 当 該 会 議 録 に 記 載 さ れ

た 事 項 を 記 録 し た 磁 気 デ ィ ス ク （ こ れ に 準 ず る 方 法 に

よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 す る こ と が で き る 物 を

含 む 。 ） を 作 成 し て 、 議 員 及 び 関 係 機 関 に 配 付 す る 。  
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告 示 

 

三重県告示第 802号 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 231 条の 2 の 3 第 1 項の規定により、手数料に係る指定納付受託者と

して次のとおり指定しました。 

  令和 5 年 12 月 21 日 

三 重 県 知 事  一  見  勝  之 

1  指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地 

   株式会社ＮＴＴデータ 代表取締役社長 佐々木 裕 

東京都江東区豊洲三丁目 3 番 3 号 

2  指定をした日 

   令和 5 年 10 月 6 日 
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発行  三  重  県 

三重県津市栄町 1 丁目 891 

三重県総務部法務・文書課 

電話 059-224-2163 

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡ https://www.pref.mie.lg.jp/ 
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